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安
心
カ
ー
ド
の
普
及
に
取
り

組
ん
で
は

質
問

一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
世

帯
な
ど
に
、
持
病
や
か
か
り
つ
け

医
な
ど
の
救
急
情
報
を
記
入
し
た

「
安
心
カ
ー
ド
」
は
、
緊
急
時
の
迅

速
な
情
報
入
手
や
処
置
に
有
効
で

あ
り
、
本
町
も
取
り
組
ん
で
は
。

町
長

高
齢
化
が
進
む
状
況
下
で

は
、
要
援
護
者
対
策
は
必
須
と
考

え
る
。
本
町
は
、

歳
以
上
の
独
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居
・
高
齢
者
世
帯
等
を
対
象
に
緊

急
通
報
機
器
を
設
置
し
て
い
る
。

電
話
機
に
設
置
し
た
通
報
機
器
を

押
す
と
消
防
署
に
通
報
さ
れ
、
救

急
隊
が
到
着
す
る
仕
組
み
で
あ

る
。
機
器
設
置
時
に
住
所
、
病
歴
、

か
か
り
つ
け
医
な
ど
緊
急
時
に
必

要
な
情
報
が
消
防
署
に
登
録
さ
れ

る
。
本
町
は
こ
の
事
業
の
普
及
・

拡
大
を
図
り
、
高
齢
者
等
の
緊
急

時
対
策
の
一
助
と
す
る
。

障
害
者
自
立
支
援
法
改
正
に

伴
う
住
民
へ
の
影
響
は

質
問

障
害
者
自
立
支
援
法
の
改

正
か
ら
３
年
が
経
過
し
た
が
、
本

町
住
民
へ
の
影
響
を
伺
い
た
い
。

町
長

長
引
く
不
況
の
た
め
、
障

害
者
の
一
般
就
労
が
な
か
な
か
見

込
め
な
い
状
況
で
、
国
は
利
用
者

負
担
の
軽
減
措
置
を
講
じ
て
い
る

も
の
の
、
制
度
導
入
以
前
よ
り
負

担
増
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

本
町
で
は
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

な
い
人
や
施
設
退
所
者
な
ど
の
事

例
は
発
生
し
て
い
な
い
。

国
の
体
制
・
施
策
が
不
透
明
な

状
況
も
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
展

開
に
も
速
や
か
に
対
応
で
き
る
よ

う
な
準
備
を
し
て
い
る
。

町
職
員
の
不
適
切
昇
給
（
わ

た
り
）
は
あ
る
の
か

質
問

新
聞
で
本
町
職
員
の
不
適

切
昇
級
（
わ
た
り
）
が
報
道
（
読

売
新
聞
８
月

日
付
け
）
さ
れ
た
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が
、
真
相
を
伺
い
た
い
。

町
長

記
事
は
、
総
務
省
に
報
告

し
て
い
る
「
給
与
改
定
状
況
調
査
」

か
ら
の
引
用
と
思
う
が
、
本
町
へ

の
確
認
も
な
く
記
事
が
掲
載
さ
れ

た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。

本
町
職
員
の
給
与
、
手
当
の
支

給
は
、
条
例
で
定
め
た
以
外
一
切

支
給
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
職
階

に
お
け
る
給
与
表
の
適
用
は
「
条

例
に
基
づ
く
初
任
給
、
昇
格
、
昇

給
等
に
関
す
る
規
則
」
を
も
っ
て

厳
格
に
適
用
し
て
お
り
、
公
表
も

し
て
い
る
。
強
い
て
挙
げ
れ
ば
、

給
与
表
が
８
級
制
か
ら
６
級
制

に
、
完
全
役
職
務
級
に
移
管
し
た

折
、
役
職
下
位
の
職
員
と
役
職
上

位
職
員
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
べ

く
、
一
旦
新
給
料
表
で
上
位
級
に

位
置
づ
け
、
本
来
の
下
位
の
給
料

表
と
同
額
に
な
る
よ
う
位
置
づ
け

た
経
緯
が
あ
り
、
今
回
の
報
道
と

な
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
は
給
与

表
改
訂
に
よ
り
、
他
市
町
で
も
発

生
し
た
こ
と
で
、
北
海
道
へ
の
給

与
実
態
調
査
の
内
容
説
明
で
も
指

摘
は
受
け
な
か
っ
た
。「
わ
た
り
」

即
ち
下
位
の
職
員
が
昇
格
も
な
し

に
給
与
表
の
上
位
級
に
行
く
こ
と

は
、
本
町
で
は
絶
対
に
行
っ
て
は

い
な
い
の
で
、
ご
安
心
願
い
た
い
。

教
員
免
許
更
新
対
象
者
の
講

習
受
講
状
況
は

質
問

教
員
免
許
更
新
制
度
の
開

始
に
伴
い
、
町
内
の
更
新
対
象
教

員
の
受
講
状
況
を
伺
い
た
い
。

教
育
長

更
新
対
象
教
員
は
小
・

中
学
校
合
わ
せ
て
５
人
い
る
が
、

い
ず
れ
も
夏
季
休
業
期
間
を
活
用

し
計
画
的
に
講
習
を
受
け
て
お

り
、
２
年
間
で

時
間
の
講
習
を
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受
講
、
免
許
更
新
に
問
題
な
い
と

考
え
る
。

全
国
学
力
テ
ス
ト
を
実
施
す

る
目
的
は

質
問

第
３
回
目
の
全
国
学
力
テ

ス
ト
の
結
果
は
、
中
学
生
が
全
国

平
均
、
小
学
生
は
全
道
平
均
と
報

告
を
受
け
た
が
、
本
町
は
ど
の
よ

う
な
目
的
で
学
力
テ
ス
ト
を
実
施

し
て
い
る
の
か
伺
い
た
い
。

教
育
長

こ
の
学
力
テ
ス
ト
（
全

国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
）
の
目

的
は
、
全
国
的
な
義
務
教
育
の
機

会
均
等
と
水
準
向
上
の
た
め
に
調

樋坂 里子議員

Ｑ．安心カードの普及に取り組んでは
Ｑ．障害者自立支援法改正に伴う住民への影響は
Ｑ．町職員の不適切昇給（わたり）はあるのか
Ｑ．教員免許更新対象者の講習受講状況は


